
板橋区景観計画の変更案について
 (景観形成重点地区：板橋宿不動通り地区の追加)

〇概要、スケジュールについて 

⑴ 概要

平成 30年度に、地元商店街や町会を中心に地域住民との勉強会で、２か年

にわたり検討を重ね「板橋宿不動通り地区景観まちづくりプラン（素案）」が

作成された。 

  その後、令和元年６月に勉強会から、プラン（素案）の提案及び本地区を景

観形成重点地区に指定するよう要請があったため、区内及び板橋区景観審議

会・部会において検討が進められ、板橋区景観計画（変更案の素案）を作成し

た。 

  令和 3 年 5 月に板橋区景観計画（変更案の素案）に関する第 1 回住民説明

会、8月に第 2回、3回の住民説明会を行い、地元からの意見を聴収した。 

⑵ これまでの経緯

【平成 29～30 年度】 

【令和元年度～2 年度】 

令和元年度 

令和 2 年度 

景観まちづくりの取り組み開始 

・地元勉強会の開催（5 回）

・まちづくりニュースの発行（6 回）

・意向調査（2 回）

・周知イベントの実施（2 回）

景観計画変更案の検討・作成 

□地元からプラン（素案）の提案及び景観形成重

点地区に指定するよう要請を受ける。

□地元案を元に、変更案を検討

・第 17、18 回板橋区景観審議会部会

（第 17 回 R2.7.1 第 18 回 R2.12.23）

板橋宿不動通り地区 

景観まちづくりプラン（素案）を作成 
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・第 13 回板橋区景観審議会（R2.9.7）

・第 14 回板橋区景観審議会（R3.3.8）

策定のスケジュール 

【令和 3 年度】 

【令和 4 年度】 

景観計画の変更 

□住民説明・周知

5月 19日（水）緊急事態宣言の影響で中止

5月 23日（日）第 1回目開催

8月 21日（土）第 2回目開催

8月 25日（水）第 3回目開催

□都市計画審議会の意見伺い

（1 月） 

□景観審議会付議・答申

（令和 4 年 3 月）

□景観計画変更

（令和 4年 4月） 

※周知期間を設けたのち、運用開始（7月頃）

景観計画変更案（最終案）を作成 

【景観形成重点地区、事業面積の追加】 

・景観審議会部会 

（6 月、9 月） 

板橋区景観計画（変更案の素案）を作成 

・景観審議会

（12 月）

・都市建設委員会

（1 月）
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